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大

和

無

足

人

第

つ

し、

の

て

添
上
郡
田
原
郷
此
瀬
村
吉
田
家
の
場
合

平

敏

治

げ
n
u
p

白
民

山

藤
堂
藩
の
い
わ
ゆ
る
城
和
五
万
石
領
内
に
お
け
る
無
足
人
制
度
の
大
概
に
つ
い
て
は
、
先
に
大
和
国
山
辺
郡
小
山
戸
組
を
中
心
と
し
て
、
そ

①
 

の
家
筋
の
消
長
を
略
述
し
併
せ
て
村
落
居
住
者
の
う
ち
上
層
に
位
す
る
家
族
の
変
遷
に
も
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
再
び
同
じ
地
方
の
あ
る
無
足

人
の
家
に
つ
い
て
立
入
っ
て
紹
介
し
て
み
た
い
。
こ
と
さ
ら
に
あ
る
家
の
事
情
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
は
、
こ
の
郷
土
的
な
待
遇
を
与
え

ら
れ
た
諸
家
は
、
初
め
は
藩
祖
藤
堂
高
虎
の
領
有
以
前
か
ら
引
続
い
て
所
在
に
名
主
的
な
地
侍
の
家
柄
を
伝
え
た
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
後
に

は
庄
屋
な
ど
の
村
役
精
勤
の
百
姓
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
家
は
か
か
る
一
般
的
な
場
合
と
は
具
る
事
情
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

一
時
は
新
興
大
名
家
の
家
臣
と
な
っ
て
他
国
に
出
、
帰
っ
て
村
落
の
住
人
と
な
っ
て
も
な

お
祖
先
以
来
の
あ
る
特
権
を
長
く
保
持
し
た
と
い
う
や
や
特
殊
な
経
歴
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
あ
る
家
と
い
う
の
は
大

和
国
添
上
郡
田
原
村
此
瀬
の
吉
田
家
の
こ
と
で
あ
る
。

大
和
で
は
や
や
古
い
国
民
の
家
系
に
属
し
て
い
て
、

さ
て
安
政
三
年
改
の
城
和
無
足
人
名
前
帳
に
よ
る
と
、
古
市
組
田
原
郷
村
々
の
住
人
は
無
足
人
で
は
大
野
村
山
本
平
左
衛
門
、
此
瀬
村
吉
田

定
右
衛
門
の
二
家
、
無
足
人
格
は
若
荷
村
松
本
甚
八
、
横
田
村
今
井
善
五
郎
、
中
貫
村
市
井
正
遠
の
三
家
お
よ
び
撤
兵
中
貫
の
市
井
左
京
な
ど

(2) 

の
名
が
見
え
る
。
都
合
六
家
を
数
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
家
の
う
ち
に
は
山
本
家
の
よ
う
に
明
応
大
永
年
間
以
来
の
由
緒
を
も
っ
家
も
あ
れ
ば
、

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

四

(
三
五
三
)



大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

四
四

ハ三
六
四
〉

第

中
頃
以
降
に
願
出
て
取
立
て
ら
れ
た
家
も
少
く
な
か
っ
た
。
そ
の
反
面
に
は
か
つ
て
栄
え
な
が
ら
既
に
退
転
し
て
し
ま
っ
た
家
も
あ
っ
た
の
で

③
 

あ
る
。
た
と
え
ば
日
笠
村
の
横
田
権
右
衛
門
は
寛
政
年
間
に
は
高
十
八
石
余
、
寛
文
以
来
七
代
相
続
と
称
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
に
は
無
足
人

④
 

の
列
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
家
系
は
実
は
さ
ら
に
古
く
湖
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ぞ
う
し
て
こ
れ
ら
の
家
々
で
も
現

在
ま
で
子
孫
が
村
方
に
家
名
を
伝
え
る
の
は
僅
か
に
吉
田
、

く
、
こ
の
村
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

松
本
の
両
家
の
み
と
な
っ
た
。

村
落
家
族
の
隆
替
は
思
い
の
外
に
目
ま
ぐ
る
し

先
年
来
い
く
度
か
田
原
村
を
訪
ず
れ
て
史
料
採
訪
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
吉
田
家
の
好
意
に
よ
っ
て
家
蔵
の
文
書
記
録
の
一
見
を
許
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
知
見
に
よ
っ
て
こ
の
家
の
由
緒
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
。

⑤
 

此
瀬
村
吉
田
家
の
初
代
を
八
左
衛
門
長
経
と
い
っ
た
o

晩
年
に
は
七
郎
左
衛
門
と
も
改
め
称
し
て
い
句る
o

こ
の
人
が
延
宝
六
年
に
は
じ
め
て

此
瀬
に
移
り
住
ん
だ
の
で
あ
る
o

城
和
五
万
石
領
の
成
立
は
元
和
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
年
ま
で
す
で
に
六
十
年
を
経
て
お
り
、

無
足
人
取
立
て
が
行
わ
れ
て
の
ち
久
し
く
し
て
入
村
し
た
こ
と
に
な
る
o

寛
政
十
年
に
な
っ
て
長
経
五
代
の
孫
弥
三
右
衛
門
元
直
が
書
出
め
た

系
図
後
鑑
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
の
家
伝
で
は
八
左
衛
門
の
父
を
弥
市
右
衛
門
長
政
と
い
い
、
生
国
は
武
州
川
越
と
記
し
て
い
る
o

ま
た
寛
政
十

一
年
に
古
市
奉
行
か
ら
「
無
足
人
御
改

γ

是
迄
書
出
し
に
洩
れ
候
事
も
有
之
侯
は
ば
委
し
く
書
出
し
侯
様
」
に
仰
付
け
ら
れ
て
、
元
直
か
ら
差

絡
の
覚
書
の
案
に
よ
れ
ば
「
先
祖
者
当
国
筒
井
城
主
筒
井
順
忽
一
乱
之
閥
、

出
し
た

同
国
法
隆
寺
ニ
忍
退
し
、
夫
ヨ
リ
武
州
川
越へ
引
越
、

家
苗
吉
田
ト
相
改
河
越
ニ
住
居
仕
、
右
末
流
吉
田
弥
市
右
衛
門
明
暦
二
年
ニ
帰
国
仕
、
法
隆
寺
ニ
住
し
」
た
と
あ
る
o

弥
市
右
衛
門
は
晩
年
に
万

斎
と
号
し
、
延
宝
二
年
正
月
に
死
去
し
た
o

こ
の
人
が
法
隆
寺
中
に
老
後
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
引
い

J

万
古
川
の

兄
に
当
る
尊
英
権
律
師
は
同
寺
の
中
院
住
職
と
な
り
、
八
十
七
代
の
法
隆
寺
別
当
で
も
あ
っ
た
o

尊
英
は
明
暦
元
年
に
示
寂
し
た
が
、
万
斎
の

子
舜
英
、
が
さ
ら
に
中
院
の
後
住
と
な
り
、
こ
の
人
も
ま
た
八
十
八
代
の
別
当
職
に
つ
い
た
の
で
あ
る
o

こ
れ
仇
の
縁
故
に
頼
っ
て
帰
国
の
の
ち

寺
中
に
寄
宿
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o

尤
も
舜
英
法
師
も
万
治
三
年
に
は
老
父
に
先
立
っ
て
廿
五
才
で
入
滅
し
た
o

な
お
万
斎
の
弟
に
は
東
大
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し
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叫
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N
M
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L

寺
知
足
院
の
住
持
と
な
っ
た
英
音
大
徳
も
あ
っ
た
。
当
一時
こ
れ
ら
の
諸
大
寺
に
入
っ
て
僧
と
な
る
も
の
は
侍
種
姓
な
ど
の
然
る
べ
き
家
筋
の
ず

弟
に
限
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
吉
田
家
も
相
当
の
家
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

併
し
な
が
ら
こ
の
家
が
筒
井
の
一
族
で
あ
っ
た
と
称
す
る
家
伝
は
正
し
く
な
い
。
初
代
の
八
左
衛
門
が
貞
享
三
年
の
無
足
人
改
の
時
に
差
出

(
Q
U
}
 

し
た
覚
書
に
は
、
た
だ
「
先
祖
ハ
生
国
武
州
川
越
吉
田
弥
市
右
衛
門
ト
申
者
、
私
儀
弥
市
右
衛
門
枠
-
一
御
座
侯
」
と
あ
る
ば
か
り
で
あ
グ
o

と
こ

⑨
 

ろ
が
別
に
同
じ
人
の
手
に
成
る
先
祖
書
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
八
左
衛
門
の
子
左
源
太
が
元
禄
九
年
に
法
隆
寺
妙
心
竹
悦
に
入
っ
て
得
度
し
た
。

そ
の
際
慣
例
に
よ
っ
て
系
図
改
が
行
わ
れ
、
吉
田
家
か
ら
五
代
相
続
の
系
図
覚
曹
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

τk 
lコ

家
系
図
之
党

大
和
国
箸
尾
領
主
箸
尾
家
一
族
-
一
而
、
代
々
一
箸
尾
村
住
居
仕
候
事

一
吉
田
弥
太
郎
藤
原
長
胤

弥
太
郎
子

一
吉
田
九
郎
次
郎
藤
原
俊
光

九
郎
次
郎
子

一
吉
田
慶
斎

慶
斎
子

一
吉
田
弥
一
衛
門
藤
原
長
光

高
斎
子

一
吉
田
八
左
衛
門
藤
原
長
経
寓
斎
一
所
罷
在
、
只
今
回
原
-
一
住
居
仕
候
、
則
児
左
源
太
親
ニ
市
侯
夏

右
之
通
五
代
相
続
相
違
無
御
座
候
、
則
慶
斎
子
尊
英
、
高
斎
子
舜
英
、
何
茂
中
院
住
持
仕
候
、
左
源
太
茂
右
舜
英
父
方
之
甥
-
一
市
御
座
候

元
禄
九
年
七
月
八
日

親
弥
太
郎
同
支
ニ
而
、
箸
尾
ニ
住
居
仕
候
事

片
桐
故
主
膳
正
殿
罷
在
、
摂
州
兵
庫
辺
知
行
所
之
奉
行
役
相
動
罷
在
侠
事

松
平
伊
豆
守
殿
ニ
奉
公
仕
、
武
州
河
越
城
下
郡
代
奉
行
相
動
、
共
後
入
道
仕
、
高
斎
ト
印
候
古
文

巳
上

吉
田
八
左
衛
門
長
経

'
l
l
l
J
 

中

γ

中

院
御
一男

妙
音
院
御
一局

右
に
よ
る
と
こ
の
家
は
も
と
大
和
の
国
民
箸
尾
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
。
多
聞
院
日
記
天
正
七
年
十
月
六
日
条
に
「
去
廿
九
日
、
於
天
王
寺
表

及
合
戦
、
亀
鶴
兄
討
死
了
、
箸
尾
衆
時
唯
一
討
死
了
、
手
負
品
川
人
計
在
之
云
々
」
と
見
え
る
家
筋
で
あ
ろ
う
。
代
々
箸
尾
村
に
住
し
た
が
、
八
左

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

四
五

(
三
六
五
)

多有



大
和
の
無
足
A

ノ
に
つ
い
て

第

四
六

(一ニムハムハ)

衛
門
の
祖
父
慶
斎
は
大
和
国
小
泉
似
主
片
桐
主
膳
正
貞
隆
に
仕
え
て
奉
行
職
を
勤
め
、
父
弥
一
右
衛
門
長
光
は
武
蔵
国
川
越
城
主
松
平
伊
豆
守

信
網
に
仕
え
て
郡
代
奉
行
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
0

・
寛
政
の
家
伝
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
家
の
由
緒
と
し
て
は
先
ず
元
禄
の
系

図
書
を
信
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
旧
家
の
経
歴
に
は
伝
承
が
中
頃
に
転
化
し
て
古
い
文
献
と
一
致
し
な
い
場
合
は
少
く
な
い
。
こ
の
時
得

度
し
た
児
左
源
太
は
養
海
一房
壱
英
と
称
し
た
が
、
の
ち
に
東
大
寺
に
移
り
知
足
院
に
入
っ
て
長
賢
一
房
良
信
と
改
め
た
。

な
お
つ
い
で
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
父
は
小
泉
の
片
桐
家
に
出
仕
し
、
そ
の
子
は
川
越
の
松
平
家
に
召
抱
え
ら
れ
る
な
ど
江
戸
時
代
の
初
期
に

は
地
方
の
土
豪
国
侍
た
ち
の
武
家
奉
公
が
か
な
り
臼
由
に
か
つ
界
易
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
反
面
に
は
ま
た
気
軽
に
禄
を
離
れ

て
帰
国
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
新
興
の
大
名
家
に
世
襲
譜
第
の
家
中
士
が
成
立
し
た
当
初
の
事
情
を
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

八
左
衛
門
が
此
瀬
村
に
住
み
着
い
た
の
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
高
を
買
得
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
田
原
郷
中
に
土
着
す
る
に
は
有
力
な

手
引
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

こ
こ
で
同
郷
大
野
村
の
無
足
人
山
本
家
と
の
縁
故
を
顧
み
る
必
要
が
あ
る
o

明
治
初
年
に
点
転
し
て
現
在
で
は
そ

の
屋
敷
跡
は
薮
地
に
な

っ
て
い
る
が
、
山
本
家
は
か
つ
て
城
和
無
足
人
の
筆
頭
で
、
貞
享
年
聞
に
持
高
六
十
六
石
八
斗
余
、
藩
公
が
伊
賀
上
野

⑪
 

に
在
城
の
時
は
独
礼
の
謁
見
を
許
さ
れ
た
名
家
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
寛
文
延
宝
の
頃
は
こ
の
家
の
全
盛
時
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

山
本
家

に
つ
い
て
も
別
の
機
会
に
述
べ
た
い
が
、
山
本
九
兵
衛
政
信
の
息
に
は
じ
め
は
薬
師
寺
福
蔵
院
に
入
り
、
の
ち
寛
大
十
年
に
法
隆
寺
中
院
に
移

っ
て
僧
に
な
っ
た
人
が
あ
っ
た
。
音
測
房
覚
勝
で
あ
る
。
法
隆
寺
に
存
す
る
系
図
入
日
記
に
よ
る
と
延
宝
元
年
に
得
度
し
た
が
、
そ
の
際
吉
田

八
左
衛
門
の
養
子
分
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
両
人
の
年
齢
は
あ
ま
り
逮
わ
ず
八
左
衛
門
の
方
が
五
才
の
長
者
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
手
続
を
と
っ
た
の
は
、
吉
田
家
は
中
院
の
寺
元
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
寺
元
は
里
元
ま
た
は
家
元
と
も
い
い
、
「
是
ハ
代
々
侍

種
姓
ャ
一
而
里
元
S
代
々
之
住
持
入
来
候
儀
一
山
-
一
も
慌
存
罷
有
候
(
中
略
)
叉
無
住
-
一
成
侯
時
ハ
里
元
ん
の
一
山
へ
断
侯
而
五
代
嗣
続
之
侍
種
姓
慌
成

児
ヲ
入
侯
而
由
緒
之
寺
僧
を
師
匠
-
一
頼
得
度
仕
住
持
相
続
仕
侯
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
関
係
を
寺
と
結
ん
だ
家
筋
で
あ
っ
た
υ

さ
き
に
尊
英
、

舜
英
の
叔
姪
が
中
院
住
持
に
な
っ
た
の
も
寺
元
と
し
て
の
縁
故
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
o

家
族
の
う
ち
に
得
度
す
べ
き
者
が
な
け
れ
ば
素
姓
正
し



い
児
を
養
子
と
し
て
入
寺
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
覚
勝
の
養
子
契
約
の
時
の
文
書
は
見
当
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
弟
子
宮
内
卿
良
訓
が

⑬
 

享
保
三
年
に
八
左
衛
門
に
差
出
し
た
一
札
が
あ
る
o

そ
れ
に
よ
る
と
、

「
法
隆
寺
中
院
寺
本
之
義
古
来
んの
吉
団
氏
御
家
-
一
御
所
持
、
是
迄
代
々

相
続
被
成
候
、
依
之
此
度
拙
僧
義
貴
様
御
子
分
ニ
成
、
中
院
当
住
持
党
勝
法
印
後
住
ニ
御
定
被
置
被
下
一夜
奉
存
候
、

対
師
匠
不
孝
之
儀
仕
間
敷

候
、
以
後
私
弟
子
之
義
吉
田
氏
ん
の
御
指
図
次
第
二
取
、
跡
式
相
続
仕
侠
、
尤
対
寺
本
後
々
迄
毛
頭
御
如
在
仕
問
敷
侯
」
の
文
言
が
見
え
る
か
ら
、

党
勝
の
場
合
も
同
様
の
趣
旨
の
も
の
が
取
水
〈
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
党
勝
は
の
ち
に
法
隆
寺
の
元
禄
修
覆
に
当
っ
て
修
理
奉
行
の
一

人
と
し

て
活
躍
し
、

一
施
法
印
九
十
代
別
当
に
も
挙
げ
ら
れ
た
。

か
く
て
九
兵
衛
の
家
督
を
延
宝
四
年
に
継
い
だ
嫡
子
平
左
衛
門
忠
辰
が
八
左
衛
門
の
此
瀬
入
村
に
つ
い
て
奔
走
し
、
周
旋
に
つ
と
め
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
忠
辰
は
長
経
に
長
す
る
こ
と
七
才
、
と
も
に
享
保
五
年
秋
に
前
後
し
て
世
を
去
る
ま
で
数
十
年
の
間
親
交
を
保
っ
た
こ

と
は
、

平
左
衛
門
の
日
記
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
に
友
誼
が
厚
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

長
経
の
長
女
は
忠
肢
の
嫡
子
甚
六

(
後
平
左
衛
門
〉
辰
行
の
妻
に
迎
え
ら
れ
、
そ
の
女
は
ま
た
外
祖
父
長
経
に
養
わ
れ
て
養
子
弥
三
右
衛
門
に
配
さ
れ
る
な
ど
姻
戚
の
関
係
を
重

ね
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

平
左
衛
門
日
記
は
吉
田
八
左
衛
門
の
田
原
移
住
の
年
の
分
を
伏
し
て
い
る
が
、
延
宝
四
年
、
五
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
長
経
は
奈
良

に
お
り
東
大
寺
中
に
起
居
し
て
い
た
。
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
如
く
同
寺
知
足
院
の
縁
故
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
吉
凹
家
は
知
足
院
の
寺
元
で

も
あ
っ
た
。
両
者
の
交
渉
を
一
二
述
べ
る
と
、
四
年
二
月
十
日
条
に
「
従
吉
田
八
左
衛
門
飛
脚
到
来
、
可
談
旨
有
之
条
、

政
興
東
大
寺
江
可
来

由
、
雄
然
風
気
故
不
行
」
と
あ
る
。
政
興
は
忠
辰
の
初
め
の
名
で
あ
る
。
書
信
、
音
物
贈
答
、
訪
問
な
ど
し
ば
し
ば
記
事
に
一
不
さ
れ
て
お
り
、

五
年
三
月
の
下
旬
に
は
連
れ
立
っ
て
法
隆
寺
に
遊
び
中
院
に
宿
泊
し
て
、
二
十
九
日
に
は
と
も
に
当
麻
寺
開
帳
に
参
詣
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
と
に
四
年
十
一
月
十
五
日
条
に
は
「
従
吉
田
氏
飛
脚
来
、
八
左
衛
門
身
上
相
談
之
義
也
、
即
行
吉
田
家
一
宿
、
伊
賀
西
庄
源
左
衛
門
八
左
衛

門
家
一
飯
、
高
山
自
省
、
楠
尭
当
、
政
興
相
伴
也
」
と
見
え
る
。
西
庄
氏
は
長
経
の
母
方
の
伯
父
に
当
り
、
藤
堂
家
に
仕
え
て
四
百
石
の
禄
を

食
ん
だ
。
三
十
才
に
近
く
い
ま
だ
妻
も
婆
ら
ず
処
士
の
身
を
寺
中
の
寄
宿
生
活
に
託
し
て
い
る
甥
の
前
途
に
つ
い
て
相
談
す
る
た
め
に
参
会
し

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

四
七

〈
三
六
七
〉



大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

四
八

ハ
三
六
八
)

第

た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
平
左
衛
門
が
こ
の
席
に
招
か
れ
た
の
は
よ
ほ
ど
の
親
交
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o

し
か
も
二
年
の
後
に
は
八
左
衛

門
は
田
原
郷
へ
移
住
土
着
し
て
来
た
の
で
あ
る
o

平
左
衛
門
の
口
入
助
力
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
o

尤
も
八
左
衛
門
も
こ

の
聞
に
田
原
の
人
々
に
金
融
し
た
こ
と
も
あ
り
、
山
本
家
を
通
じ
て
郷
中
に
多
少
の
関
係
も
出
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
o

五
年
間
十
二
月
六
日

の
条
に
は
「
東
大
寺
住
吉
田
八
左
衛
門
入
来
、
貞
寿
公
見
廻
、

且
者
吉
田
氏
東
田
原
中
圧
江
従
去
々
年
銀
子
令
称
貸
、
依
之
相
談
也
」
と
あ
っ

た
。
親
の
代
か
ら
牢
人
の
境
涯
を
続
け
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
か
な
り
裕
福
な
生
活
を
保
っ
て
い
た
と
み
え
る
o

四

此
瀬
村
に
移
住
し
た
時
に
八
左
衛
門
が
入
手
し
た
の
は
青
田
金
左
衛
門
の
一
跡
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
家
屋
敷
を
は
じ
め
田
畠
山
林
茶
園
な
ど

合
せ
て
高
十
八
石
四
斗
七
升
九
合
で
、
八
左
衛
門
は
金
百
二
十
両
で
買
得
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
屋
敷
地
は
今
の
吉
田
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
場
所

で
あ
ろ
う
か
。
比
瀬
の
天
満
宮
の
下
に
あ
る
o

現
在
の
吉
田
家
は
少
し
離
れ
た
日
笠
へ
の
道
路
の
傍
に
移
っ
て
い
る
。
回
畠
等
の
細
目
に
つ

い

て
は
わ
か
ら
な
い
o

さ
て
売
主
金
左
衛
門
も
こ
の
十
八
石
余
の
高
は
相
伝
の
得
分
で
は
な
か
っ
た
o

こ
れ
よ
り
十
二
年
以
前
と
い
う
か
ら
寛
文

六
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
清
九
郎
の
跡
式
と
し
て
銀
六
貫
目
を
も
?
て
取
得
し
た
の
で
あ
る
o

そ
の
聞
の
事
情
は
系
図
後
鑑
に
も
記
し
て
あ
る

が
、
虫
食
い
の
た
め
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
o

判
読
す
る
と
以
下
の
こ
と
が
窺
わ
れ
る
o

す
な
わ
ち
も
と
の
所
持
主
清
九
郎
は
何
か
の
不
都
合
が

あ
っ
て
持
高
一
式
を
所
管
の
古
市
奉
行
所
へ
召
上
げ
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
金
左
衛
門
が
買
受
け
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
子
二
人
の
手
か
ら
吉

回
八
左
衛
門
に
渡
っ
た
よ
う
で
あ
る
o

こ
れ
ら
に
関
す
る
文
書
が
二
通
保
存
さ
れ
て
い
る
o

売
渡
ν
申
此
瀬
村
清
九
郎
跡
式
之
事

一
清
九
郎
跡
家
屋
敷
田
畑
山
林
茶
園
不
残
相
改
申
帳
面
之
分
、
此
代
銀
六
貫
目
ニ
永
代
其
方
江
売
渡
ν
申
儀
実
正
也
、
然
上
ハ以
来
毛
頭
違
乱
有

之
間
敷
候
問
、
此
帳
面
之
分
少
も
無
相
違
御
支
配
可
有
候
、
則
伝
兵
衛
、
弥
平
次
、
助
左
衛
門
、
清
二
郎
、

判
、
其
方
江
唯
今
相
渡
ν
申
侠
、
為
後
日
売
券
之
証
文
如
件

善
吉
相
改
連
判
致
侯
帳
ニ
加
裏



寛
文
六
年

午
正
月
七
日

南

田

原

村

伝

丘ノ

衛

⑮ 

仁h
ノ

圧

村

に
いd

J
 

平

、iJ¥

⑪
 

大

野

村

長

蔵

⑫
 

口
μ

笠
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介

此
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村
金

左

殿
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右
表
書
之
通
見
届
侯
也
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市

村

大

圧
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次

右
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原
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田
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金

左

衛

門

殿

参

売
渡
ν
申
此
瀬
村
金
左
衛
門
一
跡
之
事

一
此
瀬
村
金
左
衛
門
跡
家
屋
舗
田
昌
山
林
菜
園
薮
惣
高
合
拾
八
石
四
斗
七
升
九
合
之
処
、
先
年
金
左
衛
門
買
得
之
時
分
相
改
申
名
寄
帳
面
之
通
、

代
金
百
弐
拾
両
ニ
永
代
売
渡
ν
申
処
実
正
也
、
右
之
於
一
跡
自
他
之
構
毛
頭
無
之
候
、
勿
論
御
公
儀
様
御
年
貢
等
少
茂
未
進
無
之
候
、
則
先
年

庄
屋
南
田
原
村
伝
兵
衛
、
中
之
庄
村
弥
平
次
、
名
荷
村
助
左
衛
門
、
矢
田
原
村
清
次
郎
、
此
瀬
村
善
吉
相
改
致
連
判
、
御
奉
行
手
代
衆
之
御

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

四
九

(
三
六
九
)



大

庄

屋

古

市

広

瀬

佐

次

右

衛

門

大

塚

郎

弥

次

⑫⑪  

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

五
O
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〉

奥
書
一
一
御
判
形
有
之
名
寄
帳
非
同
御
裏
判
之
売
券
状
添
相
渡
ν
申
侯
問
、
此
帳
面
之
通
不
残
其
方
様
、
氷
代
御
支
配
可
被
成
候
、
尤
免
割
以
下
右

之
名
寄
帳
面
ニ
少
茂
相
違
無
之
、
若
此
一
跡
-
一
付
如
何
様
之
六
ヶ
敷
義
出
来
仕
侯
飲
、
又
ハ
田
畠
山
林
以
下
右
帳
面
之
内
少
ニ
師
茂
隠
ν
置
侯
欺
、

共
外
此
度
引
渡
ν
侯
以
後
御
不
審
之
義
侠
ハ
ハ

、
何
時
-
一
市
茂
村
之
庄
屋
組
頭
罷
出
急
度
相
改
玲
明
可
申
候
、
為
後
日
売
券
証
文
如
件

手、
J 

り

主

金

郎

延
宝
六
年

戊
午
十
二
月
十
九
日

同

勝

右

衛

門

此
瀬
村
庄
屋

仁

丘ハ

衛

同
村

組
頭

源

蔵

吉

田

八

左

衛

門

殿

ハ
裏
書
)右

表
書
之
通
見
届
侯
也

延
宝
六
午
ノ
年
極
月
十
九
日

見
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
吉
田
八
左
衛
門
が
此
瀬
村
に
住
み
着
い
た
事
情
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う

o

余
分
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の

譲
渡
売
却
さ
れ
た
高
の
以
前
の
所
持
主
清
九
郎
に
つ
い
て
山
本
平
左
衛
門
日
記
に
は
関
係
の
あ
る
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
書
添
え
る
o

延

宝
五
年
二
月
十
五
日
に
此
瀬
村
の
森
島
五
郎
兵
衛
が
鉄
砲
自
殺
を
し
た
o

こ
の
人
は
清
九
郎
の
弟
で
あ
っ
た
o

し
か
も
清
九
郎
も
ま
た
先
年
自
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害
し
て
果
て
て
い
た
の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
同
日
条
に
「
従
此
瀬
村
使
来
、
彼
村
住
人
森
島
五
郎
兵
衛
以
鉄
胞
令
自
害
、
何
之
元
意
趣
貧
窮
放

一玄
七
五
郎
兵
衛
兄
清
九
郎
先
年
於
当
家
雪
隠
令
自
殺
、
今
叉
如
斯
之
義
不
便
之
至
也
、
於
此
時
彼
家
可
調
滅
亡
欧
、
雌
然
五
加
兵
衛
子
二
人

在
之
、
自
殺
之
時
者
今
朝
辰
云
々
、
及
未
上
刻
政
興
行
、
即
於
甚
三
郎
家
村
人
出
逢
、
及
申
下
刻
従
古
市
検
使
来
由
」
と
見
え
る
o

古
市
奉
行

所
の
検
使
の
結
果
が
伊
賀
上
野
へ
報
告
さ
れ
、
さ
ら
に
上
野
か
ら
の
下
知
に
よ
っ
て
奈
良
奉
行
所
へ
窺
い
立
て
て
、
十
七
日
・に
至
り
漸
く
許
さ

れ
て
五
郎
兵
衛
の
葬
儀
が
取
行
わ
れ
た
o

五

さ
き
に
掲
げ
た
文
書
に
よ
る
と
、
清
九
郎
も
金
左
衛
門
も
名
字
を
記
す
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
o

併
し
な
が
ら
金
左
衛
門
が
青
田

と
称
し
た
こ
と
は
系
図
後
鑑
に
収
め
た
寛
政
十
一
年
の
由
緒
覚
書
に
も
「
吉
田
八
左
衛
門
延
宝
六
午
年
当
村
青
田
金
左
衛
門
一
跡
ヲ
買
受
当
村
へ

引
越
無
足
人
相
動
候
」
と
あ
る
如
く
、
長
く
伝
承
さ
れ
て
い
た
o

ま
た
清
九
郎
も
弟
の
五
郎
兵
衛
が
森
島
氏
を
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し

て
、
森
島
か
否
か
は
別
と
し
て
も
名
字
を
知
ら
れ
た
家
柄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
o

い
ず
れ
に
し
て
も
両
人
と
も
村
内
の
私
的
生
活
で
は
名
字

を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
階
層
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
此
瀬
村
は
宗
国
史
に
よ
る
と
高
百
石
、
十
八
戸
の
小
村
で
あ
る
o

そ
の
編
纂
さ
れ
た
寛
延
頃
に

比
べ
て
延
宝
年
間
に
は
多
少
家
数
も
少
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
村
で
十
八
石
余
の
持
高
は
か
れ
ら
が
か
な
り
の
上
位
の
住
民
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
o

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
公
式
に
は
名
字
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
身
分
は
百
姓
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
無
足
人
の
待

遇
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
亡
と
は
明
白
で
あ
る
o

江
戸
時
代
に
は
農
民
が
名
字
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
通
説
が
今
も
い
わ
ば
常
識
的
に
行
わ

れ
て
い
る
が
、
事
実
は
こ
の
一
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、
名
字
を
伝
え
て
も
百
姓
に
は
制
度
と
し
て
公
称
を
認
め
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

さ
て
百
姓
金
左
衛
門
の
持
高
一
跡
を
買
得
し
た
吉
田
八
左
衛
門
は
、
土
着
の
の
ち
幾
年
も
経
ぬ
う
ち
に
無
足
人
の
列
に
加
え
ら
れ
た
o

そ
の

格
式
が
い
つ
与
え
ら
れ
た
か
は
詳
か
で
な
い
が
、
延
宝
六
年
の
売
券
に
も
吉
田
八
左
衛
門
と
名
字
を
書
か
れ
て
い
た
o

従
つ
て
は
じ
め
か
ら
浪

人
分
と
し
て
士
格
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
o

無
足
人
取
立
は
本
人
か
ら
由
緒
を
記
し
て
願
出
て
許
さ
れ
る
慣
例
が
あ
っ
た
o

譜
第
の
旧
家

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

五

(
三
七
一
〉



大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

!第

五

(
三
七
二
)

で
な
い
吉
田
家
が
取
立
て
ら
れ
た
の
は
破
格
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
o

家
に
残
る
史
料
で
は
八
左
衛
門
が
無
足
人
で
あ
っ
た
証
拠
は
、

貞
享
三
年
の
無
足
人
改
に
古
市
へ
差
出
し
た
覚

の
案
が
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。

さ
き
に
一
部
を
抄
出
し
た
が
全
文
を
掲
げ
る
。

田
原
之
内
此
瀬
村

吉

田

八

左

衛

門

一
高
拾
八
石
余

右
先
祖
ハ
生
国
武
州
川
越
吉
田
弥
市
右
衛
門
卜
申
者
、
私
義
弥
市
右
衛
門
枠
ニ
御
座
候
、

八
歳
以
前
当
村
へ
参
、
金
左
衛
門
ト
申
者
之
一
跡
ヲ
売

得
仕
、

当
村
住
人
罷
成
、
御
役
義
相
勤
申
侯

右
才
通
御
座
侯
以
上

吉

田

八

左

衛

門

⑪

年
号
月
日

広

瀬

佐

次

右

衛

門

殿

こ
の
文
言
は
無
足
人
改
の
際
に
提
出
す
る
通
例
の
願
書
の
書
式
と
異
っ
て
い
る
o

い
わ
ゆ
る
一
領
一
騎
一
筋
の
所
持
す
る
武
具
を
明
細
に
目

上
げ
て
い
な
い
。
き
れ
ば
と
い
っ
て
こ
の
時
に
新
に
取
立
て
を
願
い
出
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
o

す
で
に
天
和
二
年
の
平
左
衛
門
日
記
に
は
八

左
衛
門
が
無
足
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
節
も
あ
.っ
た
崎
ら
、
入
村
移
住
し
て
程
な
く
こ
の
身
分
を
も
っ
て
遇
さ
れ
た
と
者
え
た
い
o

尤
も
家

の
持
高
は
寛
政
十
年
の
覚
書
に
は
十
五
石
余
と
書
か
れ
て
少
し
く
滅
じ
て
い
る
が
、

こ
の
文
中
に
は
「
若
御
用
之
節
者
先
規
之
通
ニ
而
相
勤
可

申
侯
」
と
一記
し
て
、
五
代
相
続
の
家
柄
を
示
し
て
い
る
o

な
お
い
え
ば
寛
政
四
年
に
吉
田
家
は
本
家
と
隠
居
と
に
分
立
し
た
こ
と
が
あ
る
o

恐

ら
く
四
代
定
右
衛
門
元
綱
が
こ
の
年
隠
居
し
て
養
子
弥
三
右
衛
門
が
家
督
を
相
続
し
た
の
で
あ
ろ
う

o

当
時
の
持
高
は
十
六
石
余
、
こ
れ
を
切

半
し
て
各
八
石
二
斗
三
升
三
人
口
を
分
有
し
た
o

隠
居
定
右
衛
門
は
文
化
二
年
に
放
し
、
そ
の
跡
は
弥
三
右
衛
門
の
女
が
継
い
だ
o

こ
の
人
も
文

化
五
年
に
若
死
を
し
た
の
で
、
再
び
一
家
と
し
て
両
高
を
合
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う

o

こ
れ
に
よ
れ
ば
寛
政
十
年
に
高
十
五
石
余
と
あ
る

の
は
不
審
の
点
が
な
い
で
も
な
い
が
、
今
は
あ
り
の
ま
ま
に
記
し
て
お
く

o



...L. 
ノ、

氏
が
仲
介
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

天
和
二
年
に
八
左
衛
門
長
経
は
斐
帯
し
た
o

新
婦
は
藤
堂
藩
伊
賀
上
野
の
士
高
田
道
漸
の
末
女
で
あ
る
o

こ
の
縁
組
に
は
長
経
の
叔
父
西
庄

田
原
で
は
山
本
家
が
周
旋
の
労
を
と
っ
た
。

平
左
衛
門
日
記
六
月
二
十
九
日
条
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。

「
吉
田
氏
婚
礼
相
整
、

今
日
到
黄
昏
有
嫁
嬰
之
儀
式
、
内
室
者
伊
賀
之
仕
官
高
田
道
漸
娘
也
、
先
内
室
入
来
之
節
、
芦
水
間
邑
庄
屋
徳
兵
衛
方

令
着
而
休
息
、
自
此
瀬
子
迎
行
者
、
予
井
西
庄
氏
家
来
金
沢
六
之
丞
、
駕
籍
者
六
人
馬
一
疋
、
予
乗
駕
籍
也
、
賀
治
右
衛
門
金
助
召
連
上
下
十

六
七
人
パ
水
間
邑
権
三
郎
迄
行
休
息
、
市
着
袴
一屑
絹
、
而
子
徳
兵
衛
方
行
、
逢
子
高
田
家
来
三
笠
六
郎
兵
衛
#
年
寄
女
房
嶋
女
、
而
双
方
首
尾

整
之
後
令
同
道
、
及
子
晩
子
吉
田
家
来
、
内
室
待
受
者
愚
妻
由
幾
也
、

尤
幾
多
女
相
従
行
也
、

婚
礼
之
作
法
諸
式
愚
妻
取
持
也
(
下
略
)
」
0

高
田
道
漸
は
も
と
伊
賀
に
生
れ
、
若
年
に
し
て
豊
前
園
小
倉
城
主
小
笠
原
右
近
大
夫
忠
真
に
仕
え
た
o

島
原
一
撲
鎮
圧
の
時
は
小
笠
原
殿
の
手

に
属
し
て
一
番
首
を
取
っ
た
と
語
っ
て
い
る
が
、

こ
の
頃
十
四
五
才
で
あ
つ
ら
~
。
の
ち
伊
賀
に
帰
っ
て
五
十
人
扶
持
を
賜
い
、
大
野
木
に
住
し

た
。
嫡
子
斎
は
別
に
召
出
さ
れ
て
五
百
石
を
知
行
、
物
頭
役
を
勤
め
て
い
た
。

八
左
衛
門
に
は
二
男
二
女
が
あ
っ
た
o

長
子
は
す
で
に
述
べ
た
法
隆
寺
妙
音
院
の
養
海
一
房
壱
英
の
ち
に
東
大
寺
知
足
院
住
持
の
長
賢
一
房
良
信

律
師
で
あ
る
o

次
ぎ
は
十
郎
右
衛
門
一
房
経
、
別
所
村
吉
見
甚
右
衛
門
の
女
を
妻
と
し
た
が
父
に
先
立
っ
て
正
徳
元
年
に
死
に
、
そ
の
子
九
八
郎

も
天
折
し
た
o

女
は
長
は
山
本
甚
六
辰
行
の
妻
、
次
は
南
都
伶
人
芝
河
内
守
葛
光
に
嫁
し
た
o

一
房
経
の
放
後
山
城
国
相
楽
郡
上
狛
庄
椿
井
の
郷

ー

⑬

⑫

士
椿
井
三
雪
の
息
を
養
っ
て
義
平
次
正
盈
と
税
し
た
が
、
享
保
三
年
春
不
縁
と
な
っ
て
離
別
し
た
o

こ
の
年
の
冬
に
至
っ
て
外
孫
山
本
甚
六
の

女
を
入
れ
て
養
子
弥
三
右
衛
門
重
満
に
配
し
た
o

こ
の
人
は
小
泉
の
片
桐
石
見
守
貞
起
の
医
臣
島
田
碩
庵
の
末
弟
で
あ
る
o

は
じ
め
は
九
八
郎

の
後
見
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
九
ノ
郎
の
死
後
家
督
を
相
続
し
た
o

の
ち
に
名
を
長
元
と
改
め
た
o

妻
の
山
本
氏
は
早
く
放
し
て
後
妻
は
郡

山
城
主
松
平
美
濃
守
吉
里
の
家
中
安
養
寺
八
左
衛
門
姪
、
江
戸
の
旗
本
竹
田
新
左
衛
門
の
女
を
迎
え
た
o

こ
の
よ
う
な
家
族
関
係
を
一
々
述
べ

た
の
は
、
無
足
人
の
身
分
が
当
時
の
社
会
的
位
置
に
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
一
助
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

⑬
 

さ
き
に
吉
田
八
左
衛
門
は
裕
福
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
一
つ
の
史
料
が
あ
る
o

島
田
碩
庵
か
ら
弟
弥
三
右
衛
門
を
、
養

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

五

(
三
七
三
)



大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

五
四

ハ三
七
四
)

子
に
遣
す
に
つ
い
て
「
吉
田
氏
か
と
く
何
用
い
か
様
ニ
侯
哉
」
と
尋
ね
ら
れ
た
時
、

仲
介
の
労
を
と
っ
た
中
院
覚
勝
は
「
委
ハ
不
存
候
へ
共
有

増
申
入
侯
」
と
て
次
の
如
く
説
明
し
た
。

一
凡
作
徳
二
十
石
程
、
高
十
七
八
石
程
有
之
侯

一
山
地
買
付
銀
高
十
貫
目
程
也

一
山
立
木
銀
高
十
貫
目
程
有
也

， 

一
春
日
拝
殿
之
知
行
高
九
石
七
斗
、
往
古
fρ
吉
田
家
ニ
持
来
候
、
物
成
五
石
之
内
弐
石
五
斗
只
今
一
一
市
ハ
取
、
若
宮
神
主
頼
ミ
置
候

一
点
寸
元
知
足
院
、
中
院
、
蔵
松
院
三
軒
所
持
也

(
探
本
)

一
市
ノ
元
-
一
所
持
之
団
地
作
徳
壱
石
程
有
之

一
七
郎
左
衛
門
孫
九
八
郎
惣
領
ニ
立
可
申
好
、
養
子
中
院
姪
お
十
と
夫
婦
之
筈

一
武
具
馬
具
等
ρ

一
通
有
之
、
入
不
申
侯

一
回
原
家
ρ

三
軒
張
ニ
九
問
、
長
屋
土
蔵
有
之

一
銀
子
も
三
十
貫
目
五
十
貫
目
ハ
所
持
可
有
之

一
弥
惣
右
衛
門
持
参
銀
ハ
少
も
入
不
申
候
、
併
七
郎
左
衛
門
、
九
八
郎
、
お
十
ヘ
ハ
相
応
之
一
信
物
入
可
申
候

右
之
外
指
而
替
義
無
之
候

文
中
の
春
日
拝
殿
の
知
行
と
あ
る
の
は
出
羽
殿
知
行
と
も
い
い
、
い
わ
ゆ
る
回
塁
女
の
株
で
あ
る
v

か
つ
て
西
特
の
妻
か
ら
吉
田
万
斎

の
姉
に
譲
ら
れ
、
さ
ら
に
八
左
衛
門
の
母
に
伝
わ
っ
た
が
、
ま
六
年
以
来
春
日
社
家
の
家
族
の
女
性
に
預
け
て
主
的
。
ま
た
は
一

i
法
隆
寺

中
院
、
東
大
寺
知
足
院
お
よ
び
唐
招
提
寺
蔵
松
院
の
三
寺
で
あ
っ
た
o

こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
述
ぶ
べ
き
こ
と
は
あ
る
が
他
日
に
譲
る
c

以
上
で
無
足
人
此
瀬
村
の
吉
田
家
創
立
の
事
情
を
素
描
し
た
が
、
大
和
の
東
山
中
の
村
々
に
は
こ
の
特
殊
な
経
歴
を
も
っ
家
族
と
と
も
に
、

や
や
古
風
な
生
活
形
態
を
維
持
し
た
郷
土
が
か
な
り
い
た
の
で
あ
る
。
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周史 日 分
戸会 条之 俸巳
戸会 t 若 手援
もに 言戸 以覚
山「 。 高 来書
本寺 剤 、 こ
、元 の
古株' 名
目に が
両 つ 見
家い え
のて ・ る
関」

イ系報
を告
述の
べ際

、れ

いら
ずの
れ寺
も元
未に
刊も
の言
た 及
めし
附た
記
すな
るお

同
年
十
月
大
阪
歴
史
ム以.
ナ

第
六
巻
第
九
号

〔付
記
〕
成
稿
の
後
、
三
重
県
上
野
市
立
図
書
館
に
お
い
て
、
慶
安
年
聞
か
ら
延
宝
五
年
ま
で
城
和
奉
行
と
し
て
古
市
に
在
勤
し
た
西
島
八
兵
衛
之
友
の
公
用
記
録

を
一
見
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
此
瀬
村
清
九
郎
兄
弟
は
庄
屋
太
左
衛
門
の
子
で
、
清
九
郎
の
自
殺
は
兄
門
兵
衛
出
奔
事
件
の
直
後
、
寛
文
三
年
の
暮
に
行
わ
れ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
弟
五
郎
兵
衛
は
出
で
て
森
島
氏
を
継
い
だ
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
清
九
郎
ら
の
苗
字
は
な
お
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

大
和
の
無
足
人
に
つ
い
て

第

五
五

(
三
七
五
)


